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月額８，０００円◎託児所 基本保育料

（村外居住者は国基準額表の保育料とする）

早朝預かり（７：００～８：００）無料

延長預かり（１７：３０～１９：００）１００円／１回

（一時預かり） １００円／時間

※その他おやつ代等の雑費はいただきます。

【問い合わせ先：西粟倉村教育委員会 ７９－２２１６】5

子育てしやすい

“にしあわくら”

月額２，５００円◎幼稚園 基本保育料

早朝預かり（７：００～８：００）無料

午後預かり（１３：３０～１７：３０）２００円／１回

延長預かり（１７：３０～１９：００）１００円／１回

長期休業中 ４００円／日

◎放課後児童クラブ

無料通常（下校時～１７：３０）

延長預かり（１７：３０～１９：００）１００円／１回

学校長期休業中 ２００円／日

※その他おやつ代等の雑費はいただきます。

【幼稚園・託児所の減免措置は・・】（村内居住者に限る）

保育料を２人目は １／２に･･･。
３人目以降は１／１０に･･･。

・同一世帯から２名以上の児童が幼稚園及び託児所に入所していると２人目以降は上記の

とおり保育料の減免を行います。

低所得者減免

・生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯 無料

・所得税非課税で市町村民税課税世帯 保育料１／２

「子どもが元気にのびのびと育っていける西粟倉村」をめざし、

!平成１９年度からさらに子育てしやすい西粟倉に変わりました!
若年世代にとって、経済的な負担の大きさ、家庭と仕事の両立の

困難さ、育児についての不安など、子どもを産み育てることは経済

的にも心理的にも大変大きな負担ですよね。

そこで、乳幼児・就学児をもつ家庭の経済的負担を軽減施策とし

て、 託児所・幼稚園・放課後児童クラブの保育平成１９年４月より

料を変更しました。


